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                                   参考資料３ 

 

社会資本整備審議会 都市計画・歴史的風土分科会 

都市計画部会 都市計画制度小委員会（第１２回） 

平成２３年７月４日（月） 

 

 

【事務局】  大変長らくお待たせいたしました。 

 本日は、お忙しいところお集まりいただきまして、まことにありがとうございます。た

だいまから社会資本整備審議会 都市計画・歴史的風土分科会 都市計画部会 第１２回

都市計画制度小委員会を開催いたします。 

 本日ご出席の委員は、１０名中８名でございまして、議事運営第四に定めます定足数を

満たしておりますことをご報告申し上げます。 

 なお、吉田専門委員、亘理専門委員におかれましては、本日はご都合により、ご欠席で

ございます。 

 次に配付資料でございますが、資料の３枚目に配付資料の一覧がございます。資料につ

きましては、資料１から資料３－４までございます。また、参考資料につきましては、参

考資料１から参考資料４までございます。それぞれご確認をいただきまして、過不足等が

ございましたら、お申し出ください。 

 また、委員の皆様におかれましては、ご発言の際には、目の前にございますマイクのボ

タンを押し、ランプがついてからご発言ください。ご発言の終了後は同じボタンを押して

ランプを消していただくようお願い申し上げます。 

 それでは、これからの議事進行につきましては、委員長にお願いしたいと思います。委

員長、よろしくお願いいたします。 

【委員長】  それでは、審議に入ります。委員の皆様、どうぞよろしくお願いします。 

 まずは、「都市計画制度見直しの視点と東日本大震災復興上の課題」について、ご説明い

ただきます。 

 引き続きまして、学識経験者として、東日本大震災の被災現場で活躍されている委員の

皆様から報告をいただきます。ご意見、ご質問につきましては、 後にまとめてお願いい

たします。 

 それでは、よろしくお願いします。 

【事務局】  おはようございます。局の名前が変わりまして、「都市局」となりました。
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どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、資料２で、説明をさせていただきます。お手元にＡ３判の横長の「資料２」

というものをお配りしております。 

 まず１ページでございますけれども、本年２月１７日に、これまでの都市計画制度の見

直し検討の経過につきまして、分科会・部会の合同会議に報告をさせていただきました。

それで、今後より具体的な実態に即しまして、ケーススタディなど、さらに検証、展望を

行っていくというふうにしていたところでございます。 

 その準備を進めていた矢先、３月１１日に東日本大震災が発生いたしまして、この小委

員会に参加いただいています委員にも携わられている方が多くいらっしゃいますけれども、

震災対応、復旧・復興が喫緊の課題となり現在に至っているという状況でございます。 

 今日的観点からの都市計画制度見直し検討のため存置されました本小委員会としても、

具体的な検討審議を進めるについて、まず東日本大震災、特に津波により甚大な被害を受

けました被災市街地の復興上の課題を採り上げたいと存じます。なお、復興まちづくりの

あり方全般をここで幅広く論ずるというよりも、小委員会設置の趣旨から、都市計画制度

の見直し検討という視点の上に立って問題点を抽出していきたいと考えます。 

 資料の右側には、これまでの都市計画制度見直し検討の論点との関係と、東日本大震災

対応という非常事態における相違性を簡単におさらいしたものを掲げております。本日は、

時間の関係もございますので、こうした論点、網羅的に検討を加えていくというよりも、

初に被災地の状況ですとか特性、あるいは既に動き始めている公的な復興構想について、

都市計画上の議論の前提として簡単に整理した後で、資料ですと、表の真ん中の列の一番

下に言及しておりますが、客観的な情報の的確な整理分析、提供、コミュニケーションを

可能とするような調査。こういった趣旨で現在取り組んでおり、本年度第一次補正予算に

よる調査の意義とねらいに触れた上で、被災地における当面の緊急課題の対応として、行

政側で考えているものをご説明して、その後、現地の取り組みにかかわられておられる委

員からもご発表いただき、全体として専門的見地からご意見をいただきたいと存じます。 

 内容でございますが、２ページ。津波被災地の状況について、都市計画との関係を模式

図的に示しております。特に被害の大きい東北の３県について、次の３ページに地図を添

付しております。こちらでご説明させていただきます。 

 ３ページでございますが、都市計画区域の状況と、青い枠で囲んだ中には、浸水範囲と、

その従前の都市利用の状況を示したものをつけています。縮尺が小さくて、重ねて表現す

るのが難しいために、見づらくて恐縮でございますけれども、見比べていただいて、資料

の左側のほうから、北から順番に、右のほうが南のほうという感じでございますけれども、
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左のほうのリアス式海岸部は、青枠の中で見ますと、浸水範囲の土地利用では、平地の市

街地が丸ごと壊滅的被害を受けたところが多くて、農地、緑は少なくて、都市的な土地利

用、赤系統が多いというふうに見えます。 

 都市計画との関係では、用途地域が主に浸水しているわけですが、居住面以外に、産業

立地面でも被害を受けた、浸水エリアのウエートが高い。比較的大きな市街地の周辺は、

都市計画区域内ということでございますが、その中でも浸水していない後背地が比較的多

く残存していて、空間再編の余地のある地区と、ほとんど後背地のない地区とがあるとい

うことでございます。それから、海岸線沿いの入り江ごとには、規模は小さいけれども、

漁村集落等が点在しております。都市計画区域外にあるものも多いという状況かと思いま

す。 

 これに対しまして、資料の右半分、仙台湾以南ですけれども、基本的には海岸線沿いは

すべて都市計画区域内でございまして、主要な市街地は海岸段丘上で被災を免れていると

ころも多い。浸水範囲の従前の土地利用につきましては、主として農地――緑に塗られて

いるところ、その中に点在する集落――赤の部分が壊滅的な打撃を受けているということ

でございます。 

 飛び市街地のような用途地域が設定されている場合もございますけれども、基調は用途

地域の外ということで、仙台市周辺から石巻市にかけては線引きされておりますので、市

街化調整区域の被害、それ以外は非線引きで、用途白地の被害が主体となっているところ

でございます。 

 次に４ページでございますが、まだ全部出そろっているというわけではございませんけ

れども、早い地域では、復興構想の案をかなり即地的に描いた上で、地元で相談・調整を

スタートしているところもございますから、こういったものを入手できたものについて、

土地利用計画という面から分析をしてみたもの、これも資料としてお示ししているところ

でございます。 

 ちょっとエリアに偏りがございまして、もともと地元でもまだ固まっていない状況でご

ざいますし、また、従前の土地利用計画の関係で分析をしておりますけれども、あくまで

概括的で正確なものではないということでも、イメージは大体つかめるんじゃないかなと

考えているところでございます。 

 これまで各種の検討の場で、土地利用についても光が当てられて議論されてきておりま

すけれども、若干こうした実証とか正確性に欠けると感じるという指摘も受けたりしてお

りますことから、簡単に特徴をまとめておきたいと思います。 

 １つは、市街地の形態を見た場合には、全般的には、このあたりは集約的な土地利用が
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主体となっていて、例えば、土地利用基本計画の、いわゆる五地域区分のように、縦割り

というイメージのある土地利用計画ではございますけれども、空間の境界が割と明確で、

基本的にはすみ分けられていて、錯綜とか不整合という問題が少ないのかなと思います。 

 それで、ここに掲げられている現地の公的な復興構想の案を見ますと、これは抽象化し

ておりますけれども、いずれも地図に落とすと、海沿いのところに業務系の用途が集約す

るなど、居住の密度・人口重心を内陸側にシフトするような案ということかと思います。 

 そして、居住エリアの多くは、土地利用を転換して、新規開発が必要となってまいりま

す。ただ、新規開発の対象と考えられるものは、リアス式海岸部――例えば、この資料で

申しますと、真ん中の少し下のほう、右側にあります「Ｈ」のところですけれども、こう

したところで見比べていただきますと、農地というのはあまりなくて、もっぱら森林、民

有林、こういったものを宅地に転換する、あるいは仙台湾以南――この絵で申しますと左

上のほう、例えば「Ａ」というようなところですけれども、住宅地として農用地区域を転

換するようなところも多いということかと思います。 

 市街化調整区域が仙台市のあたりに限定されておりますので、それ以外では、こうした

開発については、都市計画制度上の規制はほとんど問題にならないんじゃないかと思いま

すし、主として農地あるいは森林の転用とか開発が可能か、許可されるかという調整の問

題と考えられます。なお、市街化調整区域につきましては、地元からのご要望もあり、開

発適地が限られている場合の弾力的な運用を通知済みで、これは後で１３ページで言及さ

せていただきますけれども、何かと都市計画も引き合いに出しながらも規制緩和は必要で

あるというような注文もあるんですけれども、都市計画制度の検討でも問題になっている

ように、むしろ規制はそんなに厳しくない。むしろ緩くて、新規開発の議論が都市計画の

あり方と直接にリンクしない。都市計画をどうこうしなくても対応できてしまうというの

が問題点とも言えるのかなと思います。 

 今一緒に検討作業をしておりますが、農林水産省の側では、逆にゾーニングを何とかし

なければいけないんじゃないかという発想が強いようでございまして、いずれにしても一

体的、整合的、迅速に対応できる枠組みを目指していこうと合意をいたしまして、共同で

検討を進めております。 

 ５ページに参りまして、そういう規制の緩い制度の適用状況で、災害後、どのように建

築・開発をコントロールするのかということが課題にはなります。この点について、宮城

県はどちらかというと、復興事業推進の観点からのアプローチ、建築基準法の特例法も成

立いたしましたけれども、こういったものの問題。岩手県は、まだ実現しておりませんけ

れども、災害危険区域の観点からのアプローチがなされています。ただ、いずれにいたし
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ましても、規制だけで土地利用は実現しないということで、どちらかというと、現時点で

必要なのは、土地利用計画の規制よりも事業ではないか。復興の構想の案でも、例えば、

先ほど申し上げましたように、海沿いに業務系立地を充てているというのも、絵にはそう

書いてありますけれども、それだけでは絵に描いた餅で、誘導を促進して実現するという

取り組みを先行させなければ、拡散したり流出するという懸念も強いのではないか。この

点については、後ほどまた詳しく触れさせていただきます。 

 それから、続いて６ページでございます。第一次補正予算によりまして、「津波被災市街

地復興手法検討調査」という調査を進めております。なかなかインフォメーションの機会

がございませんので、この場を借りまして少しまとめてご説明をしておきたいと思います。 

 この調査は、国の調査でございますけれども、一刻も早い復興に向けての、地域が主体

となった計画づくりとプロジェクト化のサポートをすること。特に必要な客観資料を分

析・提供することをねらいとしております。国の判断を押しつけようとか、あるいは、例

えば高台に移転させるための調査、そういうことではございません。判断の主体はあくま

でも地域ですが、その判断のための素材、検討材料を迅速に被災地域全体にわたって提供

していこうというものでございます。 

 地域によりましては、既に検討組織が設置されて、議論も進んでおりますので、今さら

何を国が調査するのかという、そういう指摘もあると聞くんですけれども、構想ができれ

ば計画づくりが完了というわけではございませんし、現地で議論されているような構想案

を見ましても、今後必要な実現可能性の検証ですとか、合意形成上の課題、実現手法の詰

めの作業、そういったものもボリュームが通常に比べても大きくなるということが予想さ

れますので、そういったところで役立てられるものではないかと思います。 

 現時点では、各地で作業進度に相当開きがございます。後ほど参考資料３の 初のペー

ジをごらんいただければと思うんですけれども、そういう作業の進度に開きがある中で、

資料２の右側の下に示しておりますように、そうした進度段階ごとに必要な情報があり、

これを地域のニーズに応じて逐次提供していくと。したがって、調査が終わったころには、

地元ではもう終わっているという、間に合わないというか、そういう懸念は当たらないん

じゃないかと考えております。 

 次に７ページからでございますけれども、この調査のメリットといいますか、特徴をい

くつか紹介をさせていただきたいと思います。 

 まず、第１に、被災地の被害や行政の状況にかなり大きな差がございますので、地区を

分割をいたしまして、それぞれごとに地元の地方公共団体の要望にこたえて、即地的に必

要な調査・サポートを行うということになっております。国土交通省といたしましても、
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本省それから東北地方整備局において、地区担当チームを編成いたしまして、それぞれ学

識経験者の方にも分担してアドバイスをいただく体制としておりますけれども、この枠組

みを活用いたしまして、資料の右下のほうでございますが、関係７府省とも連携して、ワ

ンストップ的な対応が可能となるようにしているところでございます。こういった形での

地域密着省庁連携による「マンツーマン」「ワンストップ」的なサポート体制ということで

臨むというのも初めての試みではないかと思っております。 

 それから８ページでございますけれども、調査内容としても、津波シミュレーションな

どのハード面だけではなくて、関係省庁と調整して重複を避けながら、ソフト面、例えば

避難に関することですとか、こういったものを取り入れているところでございます。 

 こういったことを通じて、先ほどの連携体制とあわせて、関係省庁との連携によりまし

て、例えば、まちづくりと高齢化対策・福祉施策との連動みたいなものが被災地での実践

が進み、これがさらには全国に展開していくということを期待する面もございます。 

 それから、９ページに入らせていただきます。行政側も一歩前に出て、計画構想づくり

をまとめていかなければならないという状況に被災地は置かれているかなと思います。そ

の中で、法定計画ですとか法定事業の比重が上がったり、事業としても、どうしてもイン

フラの部分が先行していくということはやむを得ないといたしましても、まちづくりはそ

れだけでは完結するものではないものはない。調査の成果につきましては、現場に随時・

逐次提供してまいりますけれども、そのアウトプットといたしましても、単なる紙の図面

とかレポートということではなくて、例えば電子地図上でデジタルデータを整理するとい

った、近年の技術開発とかコミュニケーションツールの進歩は 大限取り入れられるよう

にしていかなければいけないのではないかと考えています。 

 こういった考え方で、どちらかというと、法定計画、法定事業、インフラが先行してい

くということであるんですけれども、調査成果の活用先としては、合意形成あるいは民間

活力活用の基盤となるようなプラットフォームづくりと、そういう視点の重視につながっ

ていくのではないか。 

 災害後という切迫した制約の中で理想的なものをどこまで求められるのかという悩みは

持っておりますけれども、それでも民間との連携を重視した計画づくりですとか、合意形

成の進め方という面での新たな成果が少しでも上げられればいいと考えているところでご

ざいます。 

 それで、せっかくの機会でございますので、このコミュニケーションツールのイメージ

をつかんでいただくために、ごく簡単にデモンストレーション用のクリップを２本ごらん

いただきたいと思います。私のほうから見た右手のほうにスクリーンがございますけれど
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も、こちらをごらんいただきたいと思います。説明時間が限られている関係で、極めて短

縮してしまったものですから、あっという間に終わってしまいますので、先に簡単にご説

明をしますと、２本のうち 初の１本は、データを地図上に可視化するようなツールの例。

２本目は、平面だけではなく高さのデータを与えまして、三次元でバーチャルな空間を構

成して、町並みの状況も確認できるし、視点も選べるので、例えばウォークスルーのよう

な体験も可能。こういったようなものでございます。 

 それでは、お願いします。 

（パワーポイント） 

 これは、岩手県の山田町あるいは釜石市付近というところから始まるんですけれども、

被災市町村の人口分布を５００メートルメッシュで、柱の高さで表現しているものでござ

います。それで、濃いところが浸水していて、薄いところが浸水を免れたところというこ

とで、それで明るい表現をしております。実際には任意に操作することができますので、

見る角度も自由ということでございます。 

 それで、ズームしていくということもできますけれども、例えば、メッシュの具体的状

況も確認できるわけで、このベースマップはGoogleのものでございますけれども、被災後

の状況です。今のが、陸前高田の都市計画区域外の集落でございます。 

 南のほうに行って、石巻付近から人口も多くなるわけでございますが、線引きされてい

るところでございまして、濃色が多いので、浸水被害が広範囲に大きいということが実感

できるかと思います。 

 これも壊滅的被害を受けたところを、メッシュに対応して、どういう被災状況かという

ことを確認することができます。 

 それで、仙台湾沿岸を沿って南に進んでまいりまして、ここら辺も市街化調整区域のあ

たりというふうになるわけですけれども、壊滅的被害を受けた仙台市内の海沿いの集落の

図でございます。 

 このシステム自体は、既に開発済みでございますので、今回、人口という既存のデータ

でデモンストレーションを行いましたけれども、今後行う調査によって取得したデータに

ついても、こうした地図上の表現は可能ということで、参考資料２にも関係資料を添付し

ておりますけれども、そのような形でやっています。くどいようですけれども、これは成

果物ということではなくて、こういうものを今後計画づくりにどのように役立てるのかと

いうところが本題かなと思います。 

 次に、コミュニケーションツール。資料２の９ページにも示しておりますけれども、そ

の体感ツールでございます。 初に見ていただく被災地の画像は、実写ではなくて、高さ
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のデータを持っておりまして、バーチャルな三次元の空間でございます。いろいろな視点

で見ることが可能。そこでエリアを決めて、建物のデータを与えれば、三次元の建築空間、

あるいはウォークスルーも体感できるというような形になっております。 

 無機的な箱が建て詰まっているのは、もともとこれは密集市街地の合意形成のために開

発したツールですので、それを流用したため、お許しいただきたいと思いますけれども、

これも実際には被災地のデータを使って、即地的な、現地に即した活用が可能と。これで

ウォークスルーみたいなこともできるということですね。もうちょっと、使いやすくする

とか、機能充実ということも今回の調査で考えておりますけれども、これも、こういうシ

ステム開発にお金をかけてやりたいということではなくて、既に使えるツールでございま

すので、これを役立てて実証という場面かなと思います。 

 それでは、資料のほうに戻らせていただきまして、１０ページでございます。 

 次に、それぞれの地区、市町村の復興事業が同時並行的に数多く進展していきますので、

そういう特性から、これまであまり論じられておりませんけれども、実は、例えば施工面

から色制約が大きな問題になることも考えられますし、こうした面を計画論のほうにフィ

ードバックして整理するといった、全体のマネジメントとか、計画間の調整を図りやすく

なるというのが一斉に取り組む調査のメリットではないかと考えております。 

 資料の右側には、調査成果から展開が期待されるマネジメントの一例といたしまして、

広域にわたって一斉に土の需要が増加するというふうに考えられるわけですが、いくら構

想を描いても、「土」が確保できなければ実現できないということも考えられます。国の調

査では、こういった「土の収支」の検証を行う予定でございますけれども、広域の調整を

要する可能性もございます。こうした施工上の制約につきましては、計画は計画として立

てた上で、後で実現可能かどうか検証していくというような、そういった方法論ではなく

て、むしろ条件の厳しいところでは、制約要因を基軸に計画を論じていったほうが後戻り

がなく確実であるということも考えられるところです。あるいは、風土に根ざした復興と

しても、なるべく自然の改変の度合いが少なくなるという視点も反映しやすくなると考え

られることだと思います。 

 以上、調査の内容について、ご紹介をさせていただきました。 

 ちょっと前置きが長くなった感じがありますけれども、１１ページから、本日の審議事

項につきましては、本来、この「４」の部分がメインかなと思っているところでございま

す。津波防災につきましては、右側に資料として掲げましたように、現在並行して、新し

い考え方の検討が進められているところでございます。これによりますと、端的に言えば、

数十年から百数十年に１度ぐらいの津波を対象として、人命と資産を守るレベル。これを
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前提として、海岸保全施設の復旧・設計を行っていく。構造物対策を行っていくと。ただ、

構造物対策を上回るような巨大な津波、発生頻度が五百年から千年というような、そうい

ったようなものに対して、人命を守るためには、避難、盛り土構造、地域経営、土地利用

規制、そういったものによる多重防御を講ずること、こういう方向性が明確になってくる

のかなと思います。 

 これは、土地利用の側でどのように受けとめるかということでございますが、課題とし

ては３つ、①から③まで掲げましたけれども、１つは、客観的な指標によって、安全をベ

ースとしたような市街地の区分をどのように考えていくのか。２点目として、リスクに応

じて建築物の用途、避難の機能とか規制だけではなくて、立地誘導をどのように考えるの

か。３点目として、リロケーションも必要になってくるわけですけれども、高齢化にも対

応したコンパクトな市街地を形成できるのか、そういった点があると考えております。 

 １２ページに移りまして、そういった提言は提言といたしまして、具体に現地で進めて

いくためには、居住と就業の場の一刻も早い回復という観点から、どのような課題に直面

していくのかということで、右側には、現時点で各地区、それぞれ分担してアドバイスを

いただいております、まちづくりの専門家のお立場からのご意見として、とりわけ土地勘

のある地元大学の有識者の方にアンケートをさせていただきまして、そこで聞き取った現

地の課題、ニーズを掲げているところでございます。短い時間のアンケートだったんです

けれども、かなり充実した、参考になる回答が寄せられておりまして、感謝しているとこ

ろでございます。 

 こうしたものを踏まえまして、特に被害の大きい規模の、比較的大きな市街地におきま

しては、以下の課題があるんじゃないかということで、左側の列に掲げさせていただいて

おります。 

 １つは、津波防護レベルといいますか、構造物対策が実現するまでの期間における対応

ということで、これまでの津波防護施設も営々と築かれたものでございますから、海岸線

が長いこともあって、一朝一夕にこれを達成するということが難しいのではないかと。計

画づくりに各論にわたって調整に時間を要するということもあるかもしれませんし、例え

ば、施工面でも大規模な切り土・盛り土を行う場合には、地盤の安定まで、実際の土地利

用には数年単位の時間がかかるおそれもあると。そういうところも念頭に置かなければい

けない。その間はどうしていくんだろうかという問題でございます。 

 それから、②として、津波の減災レベルの受けとめ方ですけれども、構造物対策が達成

された場合におきましても、これを超える巨大津波のリスクはなくならないわけで、例え

ば被災地以外では、リスクを認識した上で居住が継続する対策が講じられるというふうに
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つながるかもしれませんけれども、この今回の津波被災地の多くでは、いろいろ構造物対

策が達成されたとしても、これを超える巨大津波によって、減災というような生やさしい

ものではなくて、再度致命的な打撃を受けるような高い津波髙が想定されるということに

なりますと、いくら低頻度であると、再居住可能というふうなことを説明されても、なか

なか大きな心理的な抵抗が存在するのではないかと。 

 一方で、そうした安全性を完全に確保しているような居住の場を求めていくということ

に特化してしまいますと、必要なエリアに、従前に確保することが現実にはなかなか難し

いということにもなりかねないという、そういうジレンマでございます。 

 それから、３点目には、超低頻度だけれども高いリスクの災害に対する土地利用規制の

考え方でございます。 

 安全面の意識が高まりますので、ハザードマップということにとどまらないで、土地利

用規制を行うべきではないかという指摘、防災の観点からの土地利用計画論ということも

現に出てきております。 

 しかしながら、こうした構造物対策を整備途上の段階ですとか、あるいは超低頻度であ

るけれども致命的な災害リスクについて、土地利用規制に直結させていこうとした場合に

は、災害多発国である我が国におきまして、居住の場を著しく狭めてしまうのではないか

という可能性もございます。今後の新規開発を抑止することはできるかもしれませんが、

既居住地につきましては、居住の場の確保と並行して進めなければ単なる追い出しにつな

がりかねないし、実体的には規制の発動も現場では困難である可能性が高いのではないか

と。したがって、規制だけではなく、事業――供給ですとか誘導との組み合わせが重要に

なってくるのではないか。以上のような点についての考え方に関連しては、後ほど委員長

からもお考えを発表いただく予定でございます。 

 こうした面につきましては、法学の立場からも、例えば意に反しても都市的な土地利用

をさせないという姿勢でどこまで臨むことができるのかとか、あるいは臨むべきか、ある

いは強制的な土地利用規制という面からご意見を伺いたいと考えております。 

 比較的被害の少なかった浸水地におきましては、補修とか再建築の動きが強まって、規

制とのあつれきが強まるということも想定されるかなと思っております。 

 それから、４点目に、海沿いの業務立地の観点でございます。多くの公的な復興構想案

につきまして、海沿いに業務系用途を集約配置することが目指されているということは先

ほど触れさせていただきましたけれども、しかしながら、現実には以上のような課題への

対応とか、土地利用の方針に関する情報が十分明確ではないということもありまして、業

務系用途のほうは用途のほうで、それぞれの都合で早期の再稼働とリスクの回避を目指し
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て、その場所から移転していくという傾向が強まることが考えられるのではないかと。 

 例えば、住宅は危ないから業務系で利用してくださいという計画論の都合で説明されて

も、それぞれの工場主の方にとっては、あえてリスクを甘受するという経営判断は期待で

きないでしょうし、ファイナンスの問題を抱えることも想定されるかということだと思い

ます。立地に関する規制は緩やかなエリアでございますので、例えば被害に遭わなかった

農地の転用などの圧力が高まるということも考えられるのではないかなと思っております。 

 次に１３ページでございますけれども、今申し上げたような問題点につきましては、一

挙の解決が制度的な対応ではなかなか難しい面があるのかなと。対応の方向性につきまし

ても、専門技術的な見地からの十分な共通認識がまだ醸成されているとは言いがたい状況

なのかなと思っておりまして、今後、現地の復興まちづくり計画の中で、実践的に具体的

な解決策を１つ１つ明確にしていくしかないのではないかと。国としても、この調査を通

じてサポートしていくということではないかと思います。 

 一方で、民間の復興活動は現に動き出しておりますので、こうした民間復興活動に的確

に対応していくということは混乱を避けるためにも対応に緊急を要します。このため、当

面、以下のような方針で対応していきたいと思っております。 

 まず、土地利用調整のガイドラインの明確化ということですが、関係省庁と連携をいた

しまして、現地における経過的な土地利用調整のガイドラインの明確化を図っていきたい

と。その中で、先行的に新規開発を集約的に許容を誘導するようなエリアを明確化すると

いうことと、将来、法定計画に基づく土地利用コントロールに移行することを前提にしま

して、これを先取りする「許可制度等の弾力的運用の範囲と方針」を明確化していくと。

これにつきましては、既に農林水産省とも相談を始めているところでございます。 

 既存の都市計画との関係では、都市計画変更前においても、復興構想などが定立された

場合には、これに基づいて弾力的な運用、これも全体を緩和するのではなくて、まちづく

りに支障のあるおそれのあるようなものは抑止しなければいけませんが、こういったもの

を実施すると。例えばマスタープランに技術的に整合しないものも、先取り運用を認める

ということが考えられないかということでございます。先ほどもちょっと触れましたけれ

ども、市街地調整区域内の移転先整備に関する運用弾力化を先行的に措置しておりまして、

４月１９日に通知済みでございます。 

 １４ページにまいります。被災地における集約的な業務系土地利用促進の方針を明確化

していくということでございます。①の前提事項なんですけれども、市街地の安全度に関

する考え方を、居住系と業務系に大別することを明確にした上で、浸水地域における地域

産業復興のための業務系立地、こういったものの促進という視点を明確化しておかなけれ
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ばいけないのではないかと。就業の場の回復のためには、どうしても地域産業復興が緊要

の課題でもございますし、例えば、津波対策の観点ありきから土地利用計画は出てくると

いうふうなものだけではなくて、まず、こうした業務系の土地利用、使うということを先

決めして、そのリスクに対応して再稼働を行うために必要な対策を講じていくというよう

な順番も考えられるのではないかと。津波防災対策の観点が必要な土地利用規制というの

は、主にむしろ居住、福祉等に関連する建築物等から考えてアプローチしていくというこ

とかと思います。 

 それから、こういったものを含めまして、制度論としては、居住、業務その他の土地機

能の集積を図るような「市街地復興の先導拠点づくり」みたいなものの事業化を推進して

いこうと。そういうふうに考えた場合に、例えば、そういったものを１つの新たな都市施

設として位置づけられないかというようなことですとか、あわせまして、手続迅速化のた

めの各種土地利用制度の横断的一元的処理ですとか、土地区画整理方式を活用した宅地と

農地の一体的整備手法等、こういったものの法制的措置を検討しているところでございま

す。 

 長くなって恐縮でございますけれども、 後、１５ページから「その他の計画論の課題」

ということで、まず、津波対策を考える上では、過去の被災、あるいは市街化の進展履歴、

あるいはこれまで講じられているような対策、こういったものの蓄積を改めて吟味してみ

るということが必要だと思っております。研究者の間でも取り組みを進めていただいてい

るようでございますけれども、行政としても、例えば、市街化の進展履歴といったものは

重要な情報ではないかと思っております。 

 それから、１６ページにまいりまして、これらに加えまして、東日本大震災復興におい

て、後世から何が計画論として評価され得るかなと。そういった思いから、今日的課題と

してこれまでご説明したものと重複する面もございますけれども、右側にまとめてみたも

のでございます。こうした課題は、被災地の復興だけではなくて、ほかのリスクを抱えて

いるような地域の防災まちづくりですとか、都市計画制度の共通的な課題としてフィード

バックされることが期待されるということかと思います。 

 詳細は、時間の関係で説明を省かせていただきますけれども、合意形成１つとってみて

も、例えば、行政として迅速性というものを前面に掲げてはおりますが、これは地域がま

とまって総意があるということを背景にした場合にはマッチすると思いますけれども、同

じモデルを、意見が対立して分かれている場合には当てはめていくというのはどうなのか

なということも考えております。 

 例えば、内容については一定の期間をかけた慎重手続とか納得性重要の視点というもの
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も必要じゃないかと。そういった意味では、被災地の物理的な状況は異なりますけれども、

阪神淡路大震災の当時の経験は参考になりそうでありますし、実は我々も震災前から準備

してきた内容がございますので、次回の審議内容にもよりますけれども、そのあたりの合

意形成上の課題に関する素材を出せるような準備はしたいと思います。 

 以上、資料のご説明でございますけれども、次回以降の審議につきましては、ただいま

触れました迅速性と合意形成の話題など、さらに震災に関する問題意識はございますけれ

ども、現地の実践的な動きがどんどん進みますので、まちづくりのあり方など、こちらで

検討しながら後追い的に打ち出していくというのは、当小委員会の審議の位置づけとして

いかがなものかという面もございまして、従来からの審議事項である平時のほうの都市計

画の問題点をどのように進めるのか。これは状況を見ながら、委員長とご相談の上で対応

していきたいと考えております。この平時の都市計画の問題につきましては、ケーススタ

ディ的な取り上げ方を検討準備しておりましたので、その進め方について、まずご議論い

ただくのではないかということを想定しております。ご意見があれば、またお寄せいただ

きたいと存じます。 

 長くなって恐縮でございますが、以上でございます。 

【委員長】  どうもありがとうございます。それでは、続きまして、冒頭で申し上げま

したとおり、委員の皆様から報告をお願いいたします。 

 本日報告していただく委員は、私を含めて４名です。発表の順番は５０音順とさせてい

ただきますので、私、浅見が 初、それから２番目は石川委員、３番目は谷口委員、それ

から 後は中井委員ということでお願いいたします。 

 時間の都合もございますので、委員お１人につき１０分程度での報告をお願いいたしま

す。ご意見、ご質問につきましては 後にまとめてお願いいたします。 

 それでは、私のほうからまず報告させていただきます。私のほうは、資料３－１という

資料がございます。これは、主として私どもの研究室の者とディスカッションして、まと

めてきたものです。これはどういうものかといいますと、復興状況に合わせて、いろいろ

な土地利用規制等の区分というのを変えていかなければいけない。そのときにどういうふ

うに考えなければいけないかということをまとめたものです。 

 まず、市街地の復興に際しましては、そこの場での災害の危険度。これは今回、津波が

かなり甚大な被害を与えたわけですが、それ以外の災害も当然考えなければいけません。

それから、避難施設・避難経路の整備状況ということで、そこからどこかに逃げるときの

避難のパスがちゃんとあるのかとか、その沿道の建物の耐震性がちゃんとあるのかどうか

と、ないしは耐火性があるのかとか、そういったことも含めた避難経路・避難施設の整備
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状況ということです。 

 それから、危険施設の用途との位置関係というのは、例えば今回の場合、海岸沿いに、

例えば燃料の入っているようなタンクがあって、それが流されてきて大火災になったとい

うような例もございます。そういったようなものとの位置関係というのも重要ですので、

こういった点も考えなければいけないということです。 

 それから、建物の安全度。これは倒壊の危険度等もございます。それから、自律的な移

動の容易さ。これは、実際には、中のアクティビティーによって避難がすぐできる場合と、

少し時間がかかったり、あるいは避難が非常に難しいという場合がございます。こういっ

たことを考えながら、土地利用の区分というのは考えなければいけないだろうということ

です。 

 まず、建物と避難施設なんですけれども、まずは周辺から避難できる避難施設そのもの

ですね。ですから、そこに来れば、ある程度安全であるというような施設。それから、２

つ目に、建物内部の避難が可能であること。つまり、そこの中で、下のほうはだめかもし

れないけど、例えば上のほうに行けば大丈夫だとか、そういったような建物もあると思い

ます。 

 それから、３つ目に、短時間に避難施設に避難が可能なもの。これは、自分の建物の中

で安全施設に逃げ込むということはできないんですけれども、短時間で移動できるという

場合です。これは、ちょっと重要なのは、ここで言っている短時間というのは、例えば住

宅施設の場合に、例えば寝ているときに災害に遭ってしまうというようなことがあり得ま

す。これは、ちょっと「短時間」とは呼んではいけないのではないかと。あるいは、例え

ば、いろいろな高齢者施設だとか、そういったものがあったりしますが、そういったもの

は、なかなか短時間に避難施設が可能であるとはなかなか言いづらい部分があるんじゃな

いかということで、そういった施設は必ずしも③には入れないということを考えています。

ですので、④の、「それ以外の建物」というのは、例えば、住宅ですとか、高齢者施設です

とか、それから大人数が利用するような施設ですね。こういったような短時間でなかなか

避難が難しいだろうと思われる用途については、近隣に仮に避難施設があったとしても、

むしろ④に含めるというような区分。こういった考え方がまず重要なのではないかと考え

ます。 

 一方で、場としての危険度ということですが、今回の場合、津波ですとか高潮、それか

ら生活等に大きく影響を与える液状化などがあったわけですが、そういった災害の発生可

能性がどれだけあるのかということを考える必要があります。堤防のほうのいろいろな分

析では、例えば「レベル１」「レベル２」というような言い方をして、レベル１というのが、
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例えば百年確率が、百年に１回ぐらいありそうなもの。レベル２というのは、例えば千年

に１回ということで、今回のようなものだと思うのですが、例えば、レベル１的なもので

考えた場合に、ここで言うＡ地区というのがそうですが、こういった地区、百年確率が十

分低いだろうと思われる地区。そういった地区では、従来の市街地の再構築を許可すると

いうことになるだろうと。長期的にと言っても、あまり長期のつもりはないのですけれど

も、避難施設とか避難経路を整備すると。これが、おそらく今後都市計画施設として重要

な役割を果たしていくだろうと思いますし、場合によっては、都市計画施設ということで、

公的に整備するだけではなくて、民間の施設も使えるように、日ごろ調整しておくという

ことも重要かなと思います。 

 災害の発生確率が一定期間にはさほど高くない。例えば、３０年程度ではそれほど高く

ないというような地区。これは、どのくらい設定できるかどうかはちょっと難しいところ

があるんですが、そういった地区が、もし設定できるとすると、そういった地区というの

は、例えば上記で言う、例えば①とか②のような建物。これは許可していいだろうと。③

については、近隣に避難施設がなければ意味がないですから、そういったことが整備され

るということを条件に許可をするということになるだろうと。 

 ④についてなんですが、ここは短期間の場合に利用するという場合には、その避難施設

を整備されるということを条件に許可をするということをせざるを得ないのではないかと

考えます。ここまで認めないということになると、実際に住宅利用というのは全く認めら

れなくなってしまいますので、これはなかなか難しいのではないかということで、ただ、

そのためには、今後、防潮堤などの整備によって、ＢではなくてＡ地区になるということ

が、ある程度見えている場合に限定して、許可をしていくということにならざるを得ない

のではないかと思います。 

 一方で、災害の発生確率が極めて高い地域、一定期間でも、例えば３０年程度でもって

高いような地区。そういった地区というのは、やはり原則的には、建物の建設というのは

禁止せざるを得ないだろうと思いますが、ただ、どうしてもやむを得ない場合というのも

あると思います。その場合には、①だとか②の建設というのは許可する。例えば、産業系

のものをここに立地させるという場合に、例えばその上層部に逃げ込めるような形での建

築というのを許可をしていくというような考え方があるのではないかと。ただ、許可でき

る場合には、将来的に、やはりＡ地区に次第に変更できる。例えば、堤防なんかを整備し

ていくということができるようにするということが必要だと思います。 

 こういった堤防ですとか、あるいは避難道路というものの整備は、おそらく何十年とい

う単位でかかるというふうに思います。ですので、例えば、ここのＡ、Ｂ、Ｃの地区とい
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うのは、何かあるときに固定したらそのままということではなくて、だんだんに整備して

いくと、Ａ地区が広がっていく、あるいはＣ地区が減っていくというようなことになると

思います。こういったことが実は重要で、これを例えば、ある程度たった状況では、多分

５年に１度ぐらいになるでしょうし、それ以前の状況では、場合によっては半年に１度ぐ

らいのペースで、どんどん地区を変更していくということが必要ではないかと思います。 

 こういったＡ地区が広がって、だんだん土地利用制限が緩和されていくということによ

って、その市街地がだんだん復興していくという形になっていくということですが、一方

で、人口減少というのがございますので、人口減少する場合には、Ｃ地区だとかＢ地区を

優先して抑制していく。そのために、短期間の土地利用の許可というような新しいジャン

ルのものをつくっていくということが必要ではないかと。こういうことをすることによっ

て、コンパクトな市街地形成を図るというのが重要ではないかと考えます。 

 以上、地区区分の明確化ということでお話をさせていただきました。 

 それでは、続きまして石川委員からご報告をお願いします。 

【石川専門委員】  それでは、１０分ほど、こちらパワーポイント、お手元に資料がご

ざいますけれども、パワーポイントも参考にしながら説明させていただきたいと思います。 

 それと、ただいま、こちらの資料で、資料２のほうで、今後のということで、安全度ベ

ース、リスクに応じた建築物、１１ページですね。これがポイントだと思いましたけれど

も、３ページの人口動態に応じて――すみません。このご説明いただいた資料で、私がき

ょうお話するものの中で、①番の安全度ベースの市街地区分の考え方。これは示してござ

います。それから、リスクに応じた建築物云々。これはかなりディテールですので、これ

からの課題になります。③番目の将来の人口動態等に応じたコンパクトで効率的な市街地

形成。これも前提としてやっております。移転につきましては、一般保留が１６０ヘクタ

ールありますので、既存の都市計画を大幅に変えるということは考えておりません。 

 ここの項目の中で、資料２の１１ページの項目の中でないのが、やはり農地といいます

か、膨大な農地が、塩害だけではなく地盤沈下が生じているということです。それで、こ

れは農業の問題だけではなくて、内水氾濫の問題がございますので、治水・溢水、それか

ら被災地は、今回、海津波でしたけれども、山津波の危険区域というのが張りついており

ますので、そのあたりに、もう少し大きな土地利用の問題というのが、この１１ページの

課題には抜けているのではないかと思います。 

 それでは、私は、やはり復興は、一般的な話と、それから個別に具体的な話の中でどう

いうふうに動いているかという、その両方でないとだめだと思います。私は、ずっと宮城

県のアドバイザーとかいろいろしておりまして、浅野さん、村井さん、ずっとアドバイザ
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ーをやっていたということで、宮城県の復興会議、それから仙南地域の岩沼あたり、そう

いったところの復興委員をやっております。したがって、極めて地面からということで、

これだけちょっと皆さん、ごらんになってください。仙台空港で、こちらが名取市、こち

らが岩沼市です。これが貞山堀です。それで仙台平野がずっと広がっているということで、

津波がこう、だーっと押し寄せて、ほとんどこれが原点です。今回の復興計画。 

 皆様のお手元に資料がございますけれども、基本的に、どこに住むか。市街地のゾーニ

ングですね。防護レベルの話がございましたけれども、貞山堀からこちら。こちらは完全

撤退。それで、こちらに関しましては、今調査しています。津波髙がどこまで来たかとい

う、それは非常に複雑なことでございますので、その詳細調査のデータに基づきまして、

きめの細かな減災対策と、それから用途、そういったものを考えていきたいと思っており

ます。ただ、原則は、早く出さないと、皆さん不安で、わかりません。将来の設計が立ち

ませんし、都市計画もできませんので、ここに関しては、被災者の皆さんの合意、それか

ら意見を丁寧に聞きまして、撤退という形になっております。 

 簡単に早くですね。要するに、復興計画の支援。これは、いろいろ今、ご支援を国土交

通省、国からいただいておりますけれども、私は非常に遅いと思うんです。やはり仮設住

宅の問題と、それから基礎自治体へどういう復興支援をしていくか。これは今後の課題と

して、初期の段階からそういうシステムを、もう内装するということをやっていただきた

い。今回はほんとうに遅い。これからというのでは、もう３カ月以上ですので。私は、地

元でもありますので、これはすぐに必要ということで、四川でずっとやっておりましたの

で、ペアリング支援という考え方で、これが岩沼の復興のグランドデザインの経緯です。 

 お手元に差し上げておりますのは、第２回の５月２９日の資料でございますけれども、

実は明日、第３回がございます。決定的にまだないのが、産業支援の雇用の確保という話

と、それから地盤沈下がありまして、内水氾濫。この問題がありますので、これは河川の

行政との、農地だけではなくてございますが、その辺が大きな課題として残っておりまし

て、第３回においては、そういった議論になると思います。 

 きょうは、その前まで、どのようにやったかということで、ここの特徴は、やはり復興

計画といっても、何かこう、立派な何かではなく、被災者の生活の再建 優先。これを前

提にしました。それからペアリング。これは東京大学と市がやる、要請を受けて、協定を

結んでやっております。 

 それから、ここは、仙台の南に関しては、三陸と違いまして、千年あるいは慶長から言

いますと五百年、つまり江戸時代から津波がなかったわけです。ですから、復興計画をつ

くったことがないわけです。今回初めて。それで、いいかげんなものはつくれないという、
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非常に学術としても大きなプレッシャーがあります。私は、土地の履歴を丹念に読み込む

ことによって、復興計画がほぼできるのではないかというようなこと、被災地と見まして

ですね。それで、１つのケースとして、岩沼は、この歴史的経緯を――歴史といっても地

質とか、そういう話ですから、数億年の歴史です。要するに、ちょっと前の歴史ではなく

て、数億年の微地形の歴史を読み込んだ計画ということが、方法論としてはとっておりま

す。この詳細はきょうは申し上げません。 

 それから、直接対話。先ほど、ワークショップとかございましたけれども、岩沼ではそ

れをやっておりません。なぜかというと、平時はワークショップができる。今回は、被災

した方と、それから何でもない方と違うわけです。それで、心情的にできないんです。何

かきれいな物を持っていくのはできない。ですから、被災者の方との直接対話からスター

トしない限り、私はワークショップとか、そういうことで入ってくるというのはとても危

険だし、感情的なことが生じるのではないかということで、岩沼に関してはあえてやって

おりませんで、もう直接対話、現地の集落の代表の皆さんと対話するという形でやってい

ます。 

 それから、支援活動。実際に動いているということですね。農地でしたら塩害除去の実

験装置をつくったり、これも農家の方に貸していただかなければいけませんので、耐塩性

作物を植えたりということで、動いているということを実際に見せていくというような、

こういうことが特徴です。 

 時間がございませんので、このペアリング支援の話はちょっと飛ばします。四川で、こ

れは「対口支援」ということでやっておりまして、実は今週の末、復興が完成しましたの

で、ご招待ということで行ってきますが、これはぜひ皆さん見ていただきたい、勉強に行

くべきだと思うんですが、小さな農村も見捨てないで全部やっています。１,０００ぐらい

の農村、全部やっています。それが復興しています。これは、今回小さなところを見捨て

ないでやるにはどうするかと。見捨てられる傾向に、特に漁村の問題などは大問題で、基

本的なスタンスとしては、市場経済を導入するのは、それはそれで仕方がないと思うんで

すが、それでもなお、小さなコミュニティーをどういうふうに維持していくかという、そ

ういう仕組みというものは真剣に考えなければいけない。「さようなら。もう、あなたは生

きていくことができません」と言うのは簡単ですけれども、そこに知恵を絞らなければい

けないというのが今回、中国は結構それはちゃんとやっています。 

 それで、ちょっと飛ばしますけれども、地盤沈下。これが 大の誤算でした。第１回、

第２回目までは、甘く見ていた。今行きますと、もうほとんど海ですね。水が引かない。

ポンプが壊れている。それから内水氾濫の危険性がある。これは、インフラを基本的に変
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えなければいけないということで、かなり重要な課題として国土交通省も取り組んでいた

だきたいと思います。このエリアですね。 

 この中で、私がちょっと申し上げたいのは、皆さんのお手元の資料に同じものがござい

ますけれども、被災状況のまとめ方です。一般に何万人が亡くなったというふうに数字で

語られているわけですけれども、私は、やはりリアリティー、要するに現実にどういう被

害があったのかと。一番重要なのは、亡くなられた人の命ですから、それで、警察へ行き

まして、ご遺体の発見された場所、それから、その方のご住所というものを、市の許可を

得まして拝借してまいりまして、ずっと亡くなられた方のお住まい、ご遺体の発見された

場所に関して必要なものをプロットしたわけです。そうしますと、どこで亡くなったのか、

どこでご遺体が発見されたのか、一目瞭然でわかるわけです。これは、岩沼市が公表して

いいというので公表しています。そのことによって、復興に役立てていただきたいという

思いがありますので、皆さんにも差し上げておりますけれども、やはり被災地ですね。全

部こういう形でつくるべきデータというのは、大事ではないかと思います。 

 それで、時間が押しておりますので、エッセンスだけ、復興のエッセンスですね。ここ

のところで、海岸沿い、貞山堀からこちらは撤退。特定保留、一般保留のところにコンパ

クトシティーをつくっていく考え方です。これは、集落の集団移転ということで、なかな

か難しいですけれども、ほぼ基本的な合意を得られております。真ん中に、どういうコン

パクトシティーをつくるのかというのは、これからの課題です。 

 もう１つ、これを支えるためには、２キロぐらいの距離ですので、安全でなければなら

ないということで、多重防御ということで丘をつくって、汽水域をつくっていくというこ

とで、先ほど土の問題がありましたけれども、もちろんない。ですから、汽水域を掘って、

その土を山を盛る。山を盛ると、それは砂地ではなくて、いろいろな常緑広葉樹が生える

ことができる基盤ができますので、そうすると、東京の浜離宮と同じように、いわゆる多

重構造の森ができるということで、なるべくこの中で完結するような形でやりたいと思っ

ています。それで、こちらに「いぐね」を活用した「コミュニティーいぐね」で多重防御

をやるというふうに思っています。 

 これでもう終わりますけれども、これが計画案で、津波の多重防潮堤、それから森、貞

山堀、道路のかさ上げ、「コミュニティーいぐね」、それから道路のかさ上げ、そして東部

道路。つまり複数のものを持ってくる。それから、避難に関しては、明確な避難路を、こ

ういうふうに持ってくる。ですから、グリッド構造で、防災と避難と、きちんとわかりや

すい計画をつくるというふうなことで、これも一応合意されております。 

 後に１つだけ、実はここ、皆さんのお手元にこの資料があるんですが、これが飛行場
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で、やはり広域計画というものがございます。ここですね。これが仙台空港になります。

仙台空港がここです。それで、やはりこれは東北経済復興の重要なところですので、これ

は、宮城県もそういうことをきちんと平等主義で言わないんですが、ここが動かないと窓

口になりませんので、米軍の方がいらして、いち早く復興したわけですけれども、これを

きちんと復興計画の中で国レベルで位置づけてほしいなと思います。 

 一言だけ、私、この飛行場はよくわからないので、国土交通省の航空局のほうに伺いま

して、こんなに脆弱な飛行場をどのように復興なさるんですかというふうに伺いましたと

ころ、驚いたことに、飛行場の中しかできないとおっしゃる。それで、海からやってきて、

そこを防御しない限り、絶対この飛行場は安全ではないのに、それは航空局ではできない

とおっしゃられまして、大変驚きました。ですから、やはりそれは同じ国土交通省なので、

皆さん、壁を取り払って、安全な拠点にするんだったら、やはり、この壊滅した集落のと

ころに防御帯をつくってやるというような、国家的なプロジェクトをきちんと立ち上げて

ほしい。つまらない何か行政の壁で、もう私は呆然として帰ってきてしまったわけですけ

れども、そこは何か、きっちりしていただきたい。 

 それから、こちら、ずっと南まで、壊滅ですから。これは冗談ではなくて、何もないわ

けですから、ぜひ、「ナショナルパーク」という言い方をしたんですけれども、そういう大

きな、「国営公園」と言うと問題があると言われて、よくわからないんですけれども、国営

公園のようなものを速やかに立ち上げていただきたい。これが私のプレゼンでございます。

すみません。長くなりました。 

【委員長】  ありがとうございました。それでは、続きまして、谷口委員からお願いい

たします。 

【谷口臨時委員】  谷口でございます。私のほうからは、この資料３－３という１枚物

があるかと思うんですが、お手元にあるでしょうか。この資料３－３だけではちょっと位

置関係がわかりにくいかと思いますので、先ほど事務局から説明された資料２、大きい番

号の３ページも開いて見ていただければと思います。 

 資料２の方には全体の都市計画区域の東北の図が載っているんですが、私、ご縁がござ

いまして、この東松島市さんと一緒にいろいろ考えさせていただくという機会を得ており

ます。まず、東松島市って、どこにあるということで、非常に被害の大きいところなんで

すが、ちょっとなかなか注目されない町ということで、ちょっとハンディを背負っている

かなというふうに私は思っています。場所が、この３ページの、先ほどのＡ３のところで

見ていただきますと、まず石巻は、もう皆さんご存じだと思うんです。その石巻の西側の

ところで、「松島観光」という青字で書いてある目立つ字がありますが、その上のところに
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「東松島市」というのがございます。 

 具体的に、インターチェンジの名前が、鳴瀬というインターチェンジと、矢本というイ

ンターチェンジ、２つございますが、これが東松島市を構成する、もともとの２つの町村

です。合併したわけです。この鳴瀬、奥松島側が、要するに奥松島と言ったほうがよろし

いかと思いますが、非常に風光明媚なところでございます。それに対して矢本という側が、

石巻の通勤圏という形で、性格の異なる２つのエリアが合併して、その市の名前が東松島

市になっているということです。 

 東側の矢本のエリアは、石巻と同じような地形の構造をしておりまして、津波が非常に

奥まで入ってきたということになっております。左側の鳴瀬というところも、壊滅的な打

撃を受けておりまして、先ほどのちょうどＧＩＳでお示しいただいた人口密度がグラフに

なっているところで、石巻のところが非常に高かったと思うんですが、そのすぐ左側の東

松島も非常に高いというのが、ああいうＧＩＳをつくっていただくと非常によくわかると

いうことで、非常に被害の激しかったところです。 

 その位置関係をご理解いただいた上で、資料３－３の１枚を見ていただきまして、これ

は宮城県が作成された資料で、その後、市のほうでもまた改定されているんですけれども、

一応これがイメージをとらえる上で非常にわかりやすいので、この図を使わさせていただ

きます。 

 ①から、②、③、④、⑤、⑥ということで、非常に大きな打撃を受けたエリアが全部で

大体６つあるということです。このうち①から③までが石巻都市圏の旧矢本町に入るとこ

ろです。あと、④、⑤、⑥が、旧鳴瀬町に入るところで、⑤の野蒜とか、⑥の宮戸島です

ね。このあたりは、いわゆる奥松島という位置づけになって、景勝上の非常に風光明媚な

観光地になっています。ちなみに⑤の野蒜は、土木遺産とかでも有名な野蒜築港がござい

ましたが、これも壊滅的な被害を受けています。 

 都市計画的な観点から見ると、非常に多様な地区が含まれております。モデルケース的

に見たら非常に興味深いケースなのかなと思っているんですが、まず①の大曲浜。これは

かなり人口が住んでいたところですが、これは仙石線の東矢本という駅があるんですけれ

ども、その裏のところがかなり広大な土地がまだあいているということで、そこに集団移

転という可能性があるということです。コンパクトシティーの考え方からいくと、非常に

受入やすい、非常に離れた市街地を中心地の空いているところに持っていくという考え方

なので、コンセプト的にはいいのかなというふうに思っています。 

 あと、③の立沼というところ。これ、集落の規模は大きくないんですが、この立沼のす

ぐ横に、航空自衛隊の松島基地がございます。ブルーインパルスというとご存じの方も多
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いかと思うんですが、結構、航空機騒音の多い場所で、そういう意味でも、もともと移転

のニーズが高かったという場所でもあります。ここも移転を希望しておられるということ

を聞いております。 

 あと、④の、これは「ウシアミ」と読みますが、「牛網浜市」というところで、これはケ

ース的には調整区域なんですが、調整区域に結構住宅がばら建ちしていたようなところで、

そこがかなり被害を受けています。調整区域の中で、これもちょうど仙石線の駅がござい

ますので、その駅に近いところにはなるべく都市機能を持ってくる、住宅を持ってくると。

逆に駅から離れたところには田畑をということで、要するに農地との関係で見ると、何か

適宜入れ替えるなり工夫をして進めるほうがいいのではないかということです。 

 この④から矢印が「小野」というところに出ておりますが、この矢印は、そういう意味

ではあまり大きな矢印では多分なくて、④の中で矢印を完結させるような方向で④につい

てはなるべく考えていったほうがいいのではないかというふうに感じているところです。 

 あと、⑤の野蒜なんですが、これはエリア的に、浜がずっとあるんですけれども、ここ

はいろいろ宿泊施設、レクリエーション施設とか、乗馬クラブとか、かなり景観もよく、

いろいろな観光施設も入っているところで、それらもすべて壊滅的な被害を受けています。

一方仙石線沿いのところは住宅がかなりあって、それもかなり、もう山沿いのところまで

津波が押し寄せており、このエリアは、仙石線の移転とセットで、もうちょっと山側に持

っていく議論というのがされています。これは、どこに持っていくかという議論はいろい

ろあるかと思うんですが、工費的に見ると、こっちに持っていったら安いですよというふ

うなところはあるんですけれども、そういうところは実は農地の指定がかかっていたりと

いうことで、山の部分を切るのかどうかですね。そういうふうなことも含めて、いろいろ

な議論が今なされているところであります。 

 あと、この⑥番の宮戸島というのは、太平洋側に面した入り江に小さい集落が幾つかあ

って、その集落がかなり全部やられています。その小さい集落をまとめるような形で、内

側のちょっと標高の高いところに持ってこれないかというふうなプランがもともと出され

ています。以上のようにいずれも非常に性格の違うところですね。そういうところがパー

ツとしてそれぞれあって、その中をどういうふうに合意形成していくかということが、今

ちょうどポイントになっていて、直轄調査の関連で、アンケート調査を通じて皆さんのご

意見を今聞いて、意見を集約して進めているという、そういう状況でございます。 

 以上、簡単ですけれども。 

【委員長】  ありがとうございました。それでは、 後になりましたが、中井委員から

お願いいたします。 
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【中井委員】  それでは、私の資料は、資料３－４です。私も縁がありまして、陸前高

田にかかわっておりますが、ただ、今までのご発表に比べると、まだまだこれからという

部分が多いので、少し今、個人的にということも含めて悩んでいることをご報告しておき

たいと思います。 

 資料ですけれども、１枚目・２枚目は、２５,０００分の１、３枚目・４枚目は浸水範囲

を記録したもの。一番 後が航空写真上にそれを重ね合わせてあるものです。１枚目・２

枚目で、ざっと、陸前高田がどんなところかというのを、ご存じない委員の皆さんもおら

れると思うので、簡単にご説明いたします。 

 １枚目が、市の主要部、いわゆる町がある部分です。真ん中にＪＲの大船渡線というの

が通っておりますけれども、これから西側が気仙町、北側が高田町という、２つの主要な

町が一緒になって、この主要部を構成しているというのが１つの特徴です。それで、気仙

町のほうは、気仙川の両岸に市街地があるんですけれども、右岸のほうに、「今泉」だとか

「中井」だとか書いてありますけれども、このあたりが割と古い中心で、こちらのほうは、

歴史的な市街地で、代官所があったとか、そういう感じの場所です。 

 それから、高田のほうは、それに比べると新しい市街地ということになります。もとも

とは、ＪＲより海側のほうにはあまり市街地的な利用はされていなかったというように聞

いております。 

 この２つの大きな町のほかは、割合と小さな漁村集落だったり、２枚目は半島部分です

けれども、こちらのほうは漁村が中心ということで、半島の先のほうは、三陸の国立公園

にも指定されて、なかなか風光明媚なところでございます。それで、ちょっと今悩んでい

るというか、考えていることを４点ぐらい、お話ししたいと思います。 

 １つ目は、やはり先ほどもお話のありました津波の防護の関係で、百年に１回と１,００

０年に１回に分けて、防災と減災というような考え方になっているわけです。私も基本的

には大体そういう方向でよろしいのではないかと思ってはいるのですけれども、なかなか

現地のことを考えると、それだけでちょっと割り切れないところがあるということです。 

 もともと百年に1回の場合は、「レベル１」と言っているものですけれども、人命と財産

と両方を守るということになっていますが、それにするだけでも堤防の高さを今までの倍

ぐらいに上げなければいけない。地図をごらんいただくとわかりますように、陸前高田の

場合は、中心は港ではなくて、高田松原という浜になっていまして、その後ろ側に防波堤

があって、それは壊れてしまっているわけですけれども、それをどこまで再現といいます

か、防波堤と松原をうまく再生していくか。そこが問題の第１です。 

 それで、今の倍ぐらいまで堤防を上げても、シミュレーションによれば千年に1回の津波
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が来ると、結局今回と同じような状況になってしまうということで、なかなか地元感情と

してはちょっと、それは受け入れがたいというようなところもあるということです。 

 それから、なかなかこのレベル１、レベル２というのも、学会なんかだと、割とすっと

理解をされるんですけれども、やはり、普通の人にはなかなかそうじゃないところもある

わけです。例えば、レベル１でも、このあたりは割合と頻繁に地震がある区域で、震源域

が近いと結構高い波が来るので、実際に来る被害と、それから何年に１回というのが、そ

う簡単に割り切れていない状況だと思うんです。その意味で、なかなかレベル１、レベル

２では割り切れないところがあるというのが１点目です。 

 それから、２点目から４点目までは、相互に関係しており、４点目で集約されると思う

んですが、２点目は、 後の図をごらんいただくとわかるんですが、真ん中に点々で入っ

ているのが大船渡線というＪＲの線で、実はＪＲの線が、市内ほとんど全部壊滅状態にな

っていまして、大きなインフラを決めていかないといけないわけですけれども、道路はま

だしも鉄道をどうしようかということが２番目の点でございます。 

 鉄道は、復興したいとは考えているんですけれども、少なくとも現状あまり使われてい

ないという実情があって、１日の陸前高田の乗降客は５００人とか、そういうオーダーな

ので、とても普通の採算ベースみたいなことを考えていると、それはもうつくらないほう

がいいということになってしまう。しかしながら、これから公共交通機関を中心としたよ

うな復興まちづくりをしたいというときには、鉄道なり、公共交通をここにどうビルトイ

ンしていくかというのが問題となるわけですが、従来であれば鉄道を中心に考えていれば

よかったんですけれども、なかなか従来型のヘビーレールは難しそうだなというふうに、

ちょっと 近思い始めています。代替の手段として、ＬＲＴだったり、いろいろなことを

考えなければいけないわけですけれども、それはちょっと４番目の課題とも関係するので、

そちらでお話ししたいと思います。 

 それから、３番目は、人口の想定です。陸前高田市、現在の人口は２万３,０００人程度

で、大体この、いわゆる町の真ん中あたりに１万人弱ぐらいというような、そういう状況

です。三陸リアスのところでは、割合と平場の大きなところなので、そういう意味では、

この平場の中では、ややスプロール型の利用がされていたということがあります。どれぐ

らいの人口規模を想定して、もう１度市街地をということなんですけれども、人口減少の

基調はあるわけで、国立人口研の推定だと、２０２０年から２０２５年ぐらいの間に大体

２万人を切るんじゃないかというような推計だったと思います。今回どれぐらいに人口を

設定しながら市街地の大きさを決めていくかというあたりも想定の難しいところです。 

 それから、４番目は、要するに人口がどれぐらいここにとどまってくれるかということ



 -25-

とも関係するんですが、陸前高田市は、北側が大船渡、南側が気仙沼という、このあたり

では割合と大きな雇用の拠点になっていて、そこに通勤している人が比較的多い町なんで

す。その意味では、この両隣の復興の状況とか、それから、実はこの中で鉄道をどう通し

ていくかだとかというのは、本来、広域一体的に考えないと、なかなかこの陸前高田市だ

け見ていてもできない問題で、しかも県境を越える都市圏なので、県だけでもなかなかで

きないということでいくと、この３つのところを少し何か、今回の調査なんかでも連携を

うまくとりながら、広域のフレームをどこかで検討しないと、人口も鉄道もなかなか解が

見えてこないというのではないかと思っているところです。 

 その意味では、今回の調査は、大変地元にとっても力になっているわけですけれども、

それを超える何か都市間の連携のようなものが必要なのかなと思っているところです。 

 以上です。 

【委員長】  どうもありがとうございました。以上、私も含めて４名の委員から報告さ

せていただきました。 

 それでは、残りの時間を使いまして、ご質問、ご意見ございましたら、ご発言願います。

まず、お時間も限られておりますので、本日報告されていない委員の方から順番にお願い

できればと思います。 

 それでは、まずＡ委員からお願いします。 

【Ａ委員】  どうもいろいろ、報告ありがとうございました。勉強になりました。私の

ほうから手短に、５点ほどコメントできればと思います。 

 １つは、今回、平時ということと、それから今の災害時ということの区別がありました

が、やはり長い目で見ると、今回の津波とその影響で、今説明もありましたが、高齢化と

人口減少ですね。これが、ここの地区でまさに、さらに先駆的に進んでしまうという現象

になると思います。したがいまして、都市計画・土地利用の観点からすると、今後さらに

人口減少と高齢化が進んだときにどうなっていくかということに耐えられる中・長期のま

ちづくりをしっかりやっていくということが重要な視点かなというふうに第１点、思いま

した。 

 それから、２点目として、今回の話を聞きますと、いわゆる線引き都市計画区域と非線

引きの都市計画区域でやれることは随分違うのかなという気がしていまして、今回の話、

どちらかというと、事例は線引き都市計画やそれに類似するような地区もあったのですが、

いわゆる、かろうじて用途が入るぐらいの地区ですね。ここらの部分については、都市計

画としてやれる手法も限られてはいるでしょうが、果たして都市サイドとして、どの辺の

ことまでやっていくべきなのかということを、ぜひ考えてほしいというのが２点目になり
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ます。 

 それから、３点目なんですが、結局、長期で対応していくべき部分と、どうしても緊急

裏に対応せざるを得ない部分が出てこざるを得ないと思うんです。これが資料２のほうで

いきますと、１３ページのところに、ある程度、集約的に出ていまして、一応、「先行的に

新規開発を集約的に許容誘導するエリア」ですね。ここを一方で設けると同時に、しかし

「全体の緩和ではなく、まちづくりに支障のある開発は抑止する」ということを書いてい

まして、この２つのことを、一般論とそれから即地的にいかに解決していくかというのが

今回のポイントに当たるところだと思うんです。 

 これ、抽象的には、ここで書いていることは多分正しいと思うんですが、もう少し、今

具体的に話を進めていった中で、まちづくりに支障のある開発というのは、今回の場合、

どのようなものが主に想定されるのかと。それから、先行的に新規開発を集約的に許容誘

導するエリアは、今それに続く発表の中で、何となくイメージが浮かんできましたが、こ

れが非線引きの都市計画区域のようなところですね。そういうようなところでも、 終的

に可能なようなのかと、そこのところを考えていただきたいというのが今の点です。 

 それから、もう１点、今回のまちづくりに関して、結局、規制というよりも誘導という

のを図っていかないとうまくいかないということで、やはり都市計画の制度の中に、誘導

のシステムをどのぐらい見ていくかというのが重要になると思います。 

 そうした中で、基本的に将来にわたって集約化していくということは、正しい進むべき

方向だと思うんですが、集約化する場合、どうしても単価的には高くなる傾向、それは地

価的に見ても、それから工事単価で見ても、どうしても高くなっていくと。そうすると、

非常に人口減少が進み、高齢化の進んでいる地域経済から見ると、経済原則には逆行する

形になります。公共施設は、これは税金をつくればいいと思うんですが、問題は民間施設

部分ですね。ここの部分に関して、いわゆる集約化を図っていく上で、一方でゾーンを指

定しながら、それに対して、ソフト面で融資なり補助なりで、そういうのを連動して考え

ることができるのかどうなのかと。それが４点目になります。 

 後に、５点目、今回の中でいろいろな危険情報が、既にハザードマップ等で各団体で

つくって、各団体に情報提供の仕方なり公開の仕方なりがある程度任せられている側面も

あると思うんですが、しかし、これはそれこそ国の役割として、正確な情報を伝えるとい

うことに関しては、市場原理を活性化させるためにも重要な役割なので、こういう部分に

ついては、全国一律に、いろいろな指標があるかもしれませんけれども、なるべく危険情

報についても、各地元団体は、逆に言うと発表しづらいものも、国が音頭をとって、少な

くとも情報については一律に正確に公開していくという制度も必要ではないかなと。これ
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が今後の新しい都市計画なり土地利用をつくっていく上のインフラになるんじゃないかな

という気がしました。 

 以上です。 

【委員長】  ありがとうございます。では、Ｂ委員よろしくお願いします。 

【Ｂ委員】  すみません、途中で退席させていただきますので、 初に感想的なことだ

け申します。 

 きょうは、いろいろ報告とか資料をいただきまして、ありがとうございます。十分認識

できていないところがよくわかって、やはりいろいろお話を聞くと、どうなるんだろうか

なというような疑問みたいなことが思い浮かびましたので、また後から事務局の方からで

も結構ですので、教えていただければと思います。１つは、多分、町並みを強制的に、あ

るところからあるところに移していくということがこれからのプランになるわけです。大

規模な土地の交換ですね。市街地の再開発なんかだったら、今までも制度的にやっていた

ところなんですけれども、ただ、今回は、被災したところから安全なというか、新しいと

ころへの交換ということがあって、しかも交換の原資になる従前地が、場合によったら水

没していたり、経済的評価がつかないようなものになっているけれど、それを生活再建と

いう観点から経済的に評価して、交換しなければいけない。そういうことがあるので、ち

ょっとそこのところの仕組みのつくり方というのはどうなるのかなというところがすごく

関心があります。ですから、これから出てくる課題、合意形成の一番根っこになるところ

ですね。今までのように、財産権の普通の市場評価でやったら成り立たないところなので、

そこをどういうふうに考えていくのかなというところはすごく関心がありました。 

 それと、集団で既に一部避難されている方とかがいるような場合には、合意形成をとる

といっても、今現地にいないという、これもまた今までの合意形成とは違う特色があるの

で、そういう中でやっていく合意形成というのはどういう手続をとったらいいんだろうか

とかというあたりも、これは新しい課題として出ているのかなという気がいたしました。 

 あとは、市街地の形成はもちろん市町村の事務で、市町村が主体にされるということで、

国はアドバイスだというのはわかるんですけれども、ただ、かなり土地を高くして、かな

りのお金を入れて、それで海に近いところからかなり内陸地まで大規模に動かすというこ

とをやらなければならない。今までも被災の際に、復興の補助事業があって、４分の３と

かというような補助率でやってということがあったけれども、従前の仕組みでやっていっ

たら、今回はもうちょっと地元が財政的に相当弱っているので乗れないというときに、さ

らにそれを上乗せしてやっていくという場面が出て来ることが考えられます。そのときに

は、千年に１回に近い防災的な観点からの公共投資をするわけですから、やはりいろいろ
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広域的条件というか、アドバイスが国から出され、復興案の中に盛り込まれても、国民的

な視点から見ておかしなことではないという気が私はします。 

 それと、今までのある程度拡散した市街地が、もう１回、経済的に弱ったところで再現

されると、これから先、百年後に、経済的にそこの地域がもっと厳しいことになると思い

ます。そうすると、やはり経済的に成り立つような大きさでの復興を見据えたアドバイス

というのが大事なのかなという気がしました。 

 それと、今までコンパクトシティーをかなり長期的にやろうと思ったところが、今回、

もう一気にやらざるを得ないということになったわけです。災害により偶然ではあります

けど。ですから、復興地区は、今後の日本のある意味で将来に向けたモデル事業の側面も

あって、ここのつくり方が問われているわけですね。それで、今回はいろいろな意味で、

これからの都市計画制度にとっての重要なヒントを得る作業にもなるのかなという気がし

ます。 

 例えば、ドイツが東西に分かれていたのが統合する際に、東ドイツがとにかく経済的に

遅れていて、そこを何とか復興しようというので、もうかなり手荒いいろいろな措置をや

った。その中で成功したものが、その後のあの国の都市計画法の仕組みの中に入っている

わけですよね。例えば、手続の迅速化というような観点。その前までだったら、手続は直

列型に並べていって、かなり時間がかかっていたものが、復旧じゃそんなことやってられ

ないというので、ワンストップというんですか、１つ手続の中枢部局を決めて、星形とい

うか、そこを中心に同時並行で一気に全部をぐっとやるような手続を採用して、それがそ

の後、スタンダード化していった。何かそういう法技術的な進化につながるような面もあ

るのかなという気がします。ですから、コンパクトシティーの位置づけと、そういう手続

の迅速化とかというようなことについても、いろいろ学ぶべき点が復興のプロセスに含ま

れているのかなというような気がいたしました。 

 後に、避難とまちづくりとの結びつきですね。これも大事かなと。内閣府のほうで、

災害対策基本法の避難の考え方を見直すべきだという検討会があって、今までの水平避難

から垂直避難とかという、避難自体の考え方の多様化･類型化をいろいろ検討し始めたとこ

ろで、今回こんな震災が起きてしまった訳です。避難とまちづくりとをあわせて考えてい

くとかというような課題も出てきたのかなという点で、非常にいろいろ理論的、法制的な

課題がたくさん出てきているように思いました。以上、私の思いついた感想です。 

【委員長】  ありがとうございます。それではＣ委員、よろしいですか。 

【Ｃ委員】  きょうは、ほんとうに内容のあるお話をいろいろ伺うことができて、あり

がとうございました。 
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 私は、主としては、この資料２ですか、事務局でご用意いただいたものの１１ページ、

１２ページあたりの点で考えているのですが、ただ、その前提として、現地のお話をいろ

いろ伺って特に感じたのは、やはり、実際に被災した方々の気持ちということです。まこ

とに申しわけないんですけれども、千年に１度のことなんだから、もうこれは … 、「自然

は怖いな」で済む部分が相当あるのかなと思っていたのですが、やはりそうではなくて、

千年に１度のことであっても、現実にあった、それは怖い、しかし、その地域は復興させ

たいという、その強い気持ちを前提にしなければいけないということですね。だから、そ

うなると、いわゆる超低頻度リスクも踏まえた上で安全に住み続けたいという人々の気持

ちに対して行政がどこまで対応し、安全を保障しなければならないかということになると

思います。 

 全体の手法として、１２ページにもありましたけれども、頻度が低ければ、規制で行く

というのは、これはやはり難しいだろうという気がいたします。逆説的ではありますけれ

ども、ある快適なまちづくりをしようということで土地利用規制をするというときには、

その快適さというのは、すぐ１０年ぐらいで実現できる。それはイメージを共有できる。

そのためなら、では、このくらいの規制はいいだろうということで、比較的コンセンサス

がとれやすい――今回の事態と比べてみるとですね、そういうことになるのではないか。

逆に、快適なまちづくりじゃなくて安全なまちづくりのための規制ということで、しかも

こういう超低頻度、高リスクの事象を考えてということになりますと、そのためにどれだ

けの規制をみんな我慢するのかということが非常に難しいという印象があります。 

 だから、その意味でも、これはやはり基本的には、規制よりは事業と誘導という手法で

いくことになるんだろう。もちろん、事業で新しいまちづくりをするということであれば、

その事業の中での規制というのは、これはあるわけですけれども、ここは危険だから利用

するなという意味での規制にはかなり限界があるのではないかということですね。 

 あとは、事業なり誘導なりという場合にも、話は非常に哲学的というか、法原理的で申

しわけありませんが、やはり、どうやって公平さを確保するかということが、そこでは問

題になると思います。要するに、どれだけの投資をどこにするのかということになります

ので、それを、まずは全国レベルで見て、では今回の東日本被災地の広域部分にどれだけ

の国力を振り向けるかという、そこの政治判断がありますし、次には、その地域の中でど

こにどういう投資をするかという、そこの部分の公平さもあると思います。 

 そんなことを考えていますと、河川水害での国の責任はどこまでかという話を思い出し

ますが、結局、全体としての安全度を徐々に上げていく際の地域ごとの公平さをどう考え

ていくかという点では、あの話と共通することがあるのではないかと思いました。 
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 あとは、もちろん、誘導の部分の問題もあります。そこは先ほどから言われていますよ

うに、必要な情報を十分公開して、市場での誘導作用ですね、そこにゆがみが生じないよ

うにしていくということが必要だろうというように思いました。 

 さしあたり、こんなところでございます。 

【委員長】  ありがとうございます。それでは、Ｄ委員、お願いします。 

【Ｄ委員】  私は、たまたま神戸の大学に移る前に復興事業に参加していましたので、

そのときの経験と、あと私は経済学者ですので、不動産の価値に少しこだわって、３つほ

どコメントをさせていただきたいと思います。 

 まず、神戸のときもそうでございましたが、不動産の価値というものを決定していこう

としますと、どうしても将来の都市像というものを前提として価値を決定していくという

ことになります。評価時点として大きく３つございまして、震災前の価値というものと震

災直後の価値、そして復興後の価値という３つの価値が復興事業を進めていく上では、当

時すごく重要であったというふうになります。先ほどのＢ先生の、どの価値を大事にする

のかということになるわけですけれども、この３つの価値を大事にしていく必要があると

いうことになります。 

 そうすると、震災前の価値というのは、当然それを決めることができるんですが、現在

の不動産の価値というのは、将来収益の割引現在価値ということになりますので、将来の

復興像が明確にならない限り、現在の価値を決定することは非常に難しいということにな

ります。そうすると、今進んでいますのは、７月１日時点での都道府県地価調査の価値を

決めるということのガイドラインづくりが進んでおりますけれども、これはまだ将来の復

興像が見えておりませんので、暫定的な価値しかつけることができないと、私自身、個人

的には思っております。そうすると、次の段階では１月１日の公示地価を決めることが重

要になってきますが、どれぐらいのリアリティーを持った計画像ができてくるのかによっ

て、この価値決定の正確さが決まってくるというようなことではないかと思っております。

復興の時間コストというものは、実は財産の価値に非常に重要になってきますから、この

計画を決定する速度というものが非常にこれから重要になってくるのだろうと思います。 

 ここで合意形成ということになってまいりますが、このような資産の価値というものが、

やはりさまざまな合意形成を図っていく上で非常に重要になってきたというのが当時の経

験であります。合意形成は、マクロの合意形成とマイクロな合意形成があるわけですけれ

ども、土地利用決定などをしていく上では、ある意味ではゾーニング単位でのマクロな合

意形成として価値がどういうふうに変化していくのかということになってまいります。 

 しかし、すごく時間がかかったのが、当然マイクロな合意形成でありまして、当時、都
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市部での区画整理事業を実施しなければいけませんでしたので、六甲道のケースなんかを

申し上げますと、増進率が３％、その３％が認められるかどうかということで、随分、地

権者単位で議論がございました。そうすると、この地価の指標というのも、やはりマイク

ロな合意形成の中で、どれぐらい細かく、そういうような価値判断の指標として持ってい

くことができるのかということが補償や、再開発を進める上での権利変換などのところで

重要になってくるわけです。 

 そうすると、マイクロな合意形成にものすごく時間と労力がかかるわけでありますから、

そこのコストをいかに少なくしていくのかというようなことの合意形成技術でありますと

か、そのためのインフラ、例えばそのひとつは地価の指標ということかもしれませんし、

さまざまな手続、合意形成手続のあり方というのを、都市計画の中で考えていくというこ

とが必要ではないかなということをお伺いしておりながら感じました。 

 ２つ目が、リスクに応じた建築物の用途ということでございます。今、ヨーロッパでは、

サステイナブル・プロパティー（sustainable property）という言葉の概念が非常に強く

出てきております。これは地球温暖化が進んでくる中で、海面が上昇し、例えばロンドン

であればテムズ川、パリであればセーヌ川のフラッドリスク(flooding risk)が、洪水のリ

スクが高まる中において、不動産単体の価値をどういうふうに見ていくのかというのをサ

ステイナブル・プロパティーという基準をつくって見ております。 

 そうすると、都市計画でコントロールすることができるサステイナビリティーというも

のと、建物単体でコントロールすることができるサステイナビリティーというものがある

わけでありまして、例えば、都心なんかですと、ゲリラ豪雨が起こったときに、例えば、

水に対して耐性を持っている不動産かどうかということが求められるわけでありますけれ

ども、これと同じように、建物の中でコントローラブルなサステイナビリティーと都市計

画の中でしっかりと見ていくものと分けていく必要があろうかと思います。 

 そのために何が進んでいるかというと、エンバイロンメントコードというコードをヨー

ロッパではつくりまして、単体の建物をレーティングしていくような基準づくりというこ

とをやっております。いわゆる不動産情報というものを整備するということから、建物で

その耐性が強いものをつくっていくというようなこと、例えば、当然、日本の場合、そこ

に地震のリスクみたいなものも入ってくるかもしれません。それ以外に、今回我々が学ん

だことというのは、耐震性だけではなくて、そういうようなさまざまなサステイナビリテ

ィーを考えていき、そして、それの情報をきちんと蓄積していくということの重要性だと

いうようなことではないかと思います。 

 ３つ目で、将来の人口動態の問題ということになります。当然、不動産のマクロな価値
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を決定していくときに、人口の要素というのは非常に重要になってまいります。特に、先

ほどの合意形成なども、神戸のときと違って、これからまた、あの地域というのは、もう

マクロで、ものすごい勢いで地価が下落していくことがそもそも予測されていたような地

域でありますので、マクロな意味での、ダイナミックな意味での地価が下落した中での合

意形成を図っていくことの難しさというのは、価値が上昇するので合意形成というのはや

りやすいわけでありますけれども、全体として下がってしまいますので、難しくなってき

ます。 

 １つ忘れましたが、そうすると、合意形成を図るときに、絶対値の、補償の絶対額とか、

そういうものとリンクさせて、地価という指標を使ってしまいますと、時間ごとに下落し

ていってしまいますので、絶対値を使ってしまいますと、すごく難しくなってしまいます。

そうすると、やはり相対値を、地価という指標も相対的な格差、クロスセクショナルな地

価格差というふうに我々は申し上げておりますけれども、時系列的なキャピタリゼーショ

ンを見ていてはやはり難しくて、クロスセクショナルなキャピタリゼーションを見ていか

ないと難しいだろうと。 

 今度、時系列なダイナミクスに与える影響として、やはり考えなければいけない問題が、

人口が単に減っていくということではなく、例えば、日本全体でも、労働人口というふう

に考えると、もう２０２５年には、国連の予測などでは、日本というのは、１９７０年と

同じ水準になっていると。もう復興ができ上がる、想定する範囲というのは２０２０年と

か２０２５年というふうになっているかと思いますけれども、人口が減る速度以上に労働

人口が減っていると。あの地域は、もっと早く減っていく地域になりますので、そうする

と、先ほどの人々の移動がどうしていくのかということを考えるマストラの問題でありま

しても、そのようなことを想定して投資を考えていく必要になってくる。いわゆるモビリ

ティーがすごく小さい、弱い人たちが多くなる中で、どういうような都市づくりをしてい

くのかということだと思います。 

 または、リスク構造も変化してきます。欧州が考えているように、海面上昇ということ

がこれから長期的に起こってくるというのであるならば、今の想定のリスク、いわゆる津

波のリスクというものと、５０年後、百年後のリスクというのは全く変わっていることに

なります。そうすると、やはりＥ委員がご提案されているような計画の弾力性とか動態性

みたいなものというのを担保していかないと、さまざまな問題に対応できないのではない

のかなという感想を持ちました。 

 以上、３点でございます。 

【委員長】  どうもありがとうございます。何かありますでしょうか。 
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【事務局】  ありがとうございました。逐一、すべてについてコメントを申し上げるの

は、ちょっと時間がございませんが、いろいろご指摘いただいた中で、国の役割というと

ころについてのご指摘がいくつかあったと思います。 

安全に関しては、もう少し自律的に考えたらどうかとか、それから例えば公平性の問題で

すとか、情報の蓄積ですとか、いろいろな場面にわたっていたと思うんですけれども、そ

の国の役割ということについて言うと、１つは、今回の災害の対応の、都市計画の対応の

ポイントというのは、どうも制度論とか、ゾーニングのあり方とか、そちらの話であると

いうよりは、マネジメント的な進め方、都市計画というものを使ってどう進むという進め

方を円滑にしていくとか、迅速にしていくとか、そういった補助装置のようなものをうま

くやらなければいけないというようなことだろうと思うんですけれども、そういうところ

を考えながら、現地でどういう計画をどういうふうにつくるのかという個別解をかなり多

く生み出していかなければいけない。 

 そうすると、やはり計画論で、手前味噌のようになりますけれども、やり方としては、

１つ、国の直轄の調査で、それぞれ支援するという、その中で、現実的には解が出てきて、

今、先生方からご指摘いただいたものについては、１つずつは、調査という言い方がいい

かどうかわからないんですけれども、そういったものの中に組み込んでいきながら、それ

から広域性の視点とか、１つ１つの地区割りの調査でなくて、例えば広域的な観点とか、

先ほどご説明させていただきましたように、一斉にやる調査の１つのメリットとして出て

くる部分だと思いますので、十分そういうものを踏まえながら進めていくようにしたいと

思いますし、それから、その中で出てきている問題点を、個別解ということだけでなくて、

もう１度還元して、都市計画の制度論に戻していくという作業を、ちょっとこれは先にな

るかもしれませんけれども、行っていかなければいけないかなと考えているところでござ

います。 

 １つだけ、安全性のところについては、なかなか悩みがありまして、確かに安全という

ことに関して言うと、何か話し合いで決めるという、まちづくりとか都市計画の根本的な

進め方にちょっと相容れないようなところが何かあるのかなというところも、ちょっと疑

問としてあります。というのは、安全というのは、割と客観的に決まるような気がします

し、安全であるということを評価して、どういう風に対応するのかというところは、それ

ぞれの算段があるかもしれませんけれども、ただ生命やそういうものを致命的に関連する

というところが、話し合いで決めたところは規制するし、話し合いが成り立たなかったと

ころは規制しないでいいというような話になるのかどうかとか、そういうところは、ちょ

っと都市計画の制度というものの枠組みで考えることになるのか、あるいは、もうちょっ
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と違うシステムなのかというところも悩んでいるところではございまして、また検討を深

めていきたいと思います。 

 とりあえず、以上です。 

【委員長】  ほかに何か、発表された委員で何かございますでしょうか。 

【Ｆ委員】  じゃあ、よろしいですか。資料２で、ちょっと確認というか、意見なんで

すが、６ページのところの「被災市町村の検討スケジュールに応じた支援項目（イメージ）」

ということで書かれているので、あくまでイメージだと思うんですが、復興計画、これは

ちょうどＢ委員が帰られてしまったんですけれども、Ｂ委員が言われたところの直列の計

画になっていると思うんです。やはり迅速にいろいろなことを決めていかなければいけな

い状況の中で、このプロセスというのはどれだけ全部きちんとやらなければいけないのか

というのがちょっと気になっているということがあります。 

 特に津波のシミュレーションとかは、非常に先ほどＧ委員もおっしゃられた悩ましい部

分だと思うんですが、ぜひこういうのはやっていかなければいけないと思うんですけれど

も、ただ、震源域の設定とか、防波堤の考え方とかで、いろいろなパターンがあって、お

そらく河川のハザードマップみたいに、いろいろな想定のもとで、いろいろなパターンが

出てくると思うので、時間もかかるんじゃないかと思うんです。 

 だから、このあたりのものが直列で、必ず前提にしなければいけないのかどうかという

ふうなことは、地元の方も結構気にされている部分とかもあったりして、場合によっては、

今回の被害の状況、先ほどをＧＩＳで見せていただいたようなものが、むしろ直感的にわ

かるような地域もありますので、そのあたりも柔軟に、どう考えていったらいいかという

こととか、あと、ぜひこの辺の津波のシミュレーションは、これから被害があるかもわか

らない、南海・東南海とかで、ぜひ先回りして検討いただきたいことでもあるかなと思い

ます。 

 質問というか、コメントなんですけれども。 

【委員長】  はい、どうぞ。 

【事務局】  資料の出し方の意図が別にあったので誤解を招いたのかもしれませんけれ

ども、先ほど言及させていただきましたけれども、参考資料３、その１枚目をごらんいた

だくと、今把握している範囲での、それぞれの被災自治体ごとの、ある意味で、復興計画

の進み方といいますか、それをまとめて、これは、１つ１つがどうこうということでなく

て、実はかなり進度に差があるということを示す意図でつくっているものなんですけれど

も、それで先ほどもご説明で申しましたように、直列で進めるべきだと考えているという

よりは、その段階で、現時点でまず切断した場合には、段階がかなりばらつきがあるわけ
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ですけれども、だから国の調査で一斉にやっていることがマッチしないということでもな

くて、それぞれの段階ごとにお役に立てますということを表現するために、この６ページ

の資料をつくったものです。ご懸念のような形で、こういう一定の進みぐあいをこちらで

決めて、このとおりにやりなさいという、そういうことではございませんので、当然のこ

とながら、急がなければいけないところは圧縮してやるとか、例えば、前後関係が逆にな

るとか、そういうことは当然地元の状況においてあると思いますし、むしろそういったこ

とについても、ぜひアドバイスをいただいて、うまく進むようにしていければいいんじゃ

ないかと思っておりますが。 

【委員長】  ほかに何かございませんでしょうか。 

【Ｈ委員】  すみません。私は、きょう、主として自治体レベルの話をさせていただき

まして、それで宮城県の県の復興会議にも出ておりますので、自治体と県に関してはある

程度わかっているわけですが、やはり、きょうたくさん資料を出していただいたんですが、

じゃあ国が何をやるかというところが大変いろいろな調査を出していただいたり、それか

らマンツーマンの支援ということですばらしいと思うんですが、それを超えて国が何をや

るかという、そのあたりが見えないので、どのようにその辺をこれからお考えでいらっし

ゃるのかということが１つ伺いたいことです。 

 それから、きょう、Ｆ委員のこの資料にもありましたけれども、県の計画も、こういう

丸でしか出てこなくて、かなりリアリスティックに出しているのはご紹介したような事例

ぐらいなんですけれども、私、復興計画というものが文章だけで出てくるということに大

変違和感を思っておりまして、県の計画も、宮城県も９月の議会に出すということですが、

図面は一切出さないというお話で、それでいいのかということは、これから議論していき

ますが、ほんとうに、例えば古い話で恐縮ですが、戦災復興計画の日本がお手本としたイ

ギリスのグレーター・ロンドンプランにしても、半分以上図面ですし、とじ込みの付録に、

もうこんな大きな図面がきちんと入っていますし、言葉でしたら何とでもなると思います。

図面でかくというのは、やはりそれなりの責任と、それから将来に対するビジョンが求め

られるわけで、そこをすり抜けてしまうというのは、私はとても納得ができなくて、その

辺で県とはいろいろな意図的に図面を出していたりするわけですが、そのあたり、復興と

いうものに対する国のスタンスと、それから、こういう具体的な図面に対するご指導なり

何なり、そういったものを、今どのようになっているのか、ちょっと伺いたい。 

【事務局】  ２つございましたけれども、１つ目の国のスタンスということで言うと、

確かに、ある意味で、領域を少し専門的に分けながら、例えば、中央防災会議ですとか、

それから復興チームでの復興構想会議ですとか、そういったものがいろいろ種々あって、
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そういうものが、例えば我々も、今ここでやっているわけですけれども、そういったもの

はどういうふうな関係になるのかというところが、地元にとって大変わかりにくいという、

そういうご指摘だと思いますので、これはちょっと私の一存ということにはならないかも

しれませんけれども、当然、地元に対して国全体として、一元的に１つのくくり方で、こ

ういうようなものであるということをちゃんとお示しできるような営業的なプレゼンとい

いますか、そういったものは必要だと思いますし、我々ができる範囲で、それはちゃんと

やらなければいけないのではないかなと思っているところで、これは、すぐにやらなけれ

ばいけないのではないかなと。今までいろいろ、６月の終わりまで、いろいろ検討が進ん

でいましたので、今までそれはできていませんでしたけれども、今後それをちゃんとやら

なければいけないんじゃないかなと考えております。 

 それから、２点目の図面の話については、大変悩ましいところですけれども、例えば、

割と震災後、比較的早めに宮城県なんかは動かれて、例えば、少し空間構成を、リロケー

ションといいますか、そういうふうにするというようなことも含めて、地元とやりとりを

されながら、進めようとされていたときに、例えば、新聞に、即地的な地名が出てしまっ

たことでトラブルを呼んだということを聞いたりもしたんですけれども、ちょっとそこの

部分は、図面というものをどのように出して、その出したものが地元からどう受け取られ

るのかというところを、国として、「こうしろ」とか「ああしろ」というふうになかなか言

えなくて、やはり現場での判断を優先せざるを得ないのではないかとも思っているところ

です。 

 それから、国として何かやれと言っちゃうと、ますます落下傘のように、被災者感情か

ら見てどうなのかという、そういうご指摘も受けていることが、我々として、地元での取

り組みをあまり混乱させないようにと、むしろ気を使っている部分でもあります。分けて

考えると、地元でどうするかというところと、それから例えば、東京でどう扱うとかとい

うところは、ちょっと場面が違うのではないかなとも思っているところです。 

 お答えになりましたでしょうか。 

【委員長】  今の問題というのは、おそらく、例えば 終的には、各地元にどのくらい

の補助金を出せるかということが決まらないと、どのくらいの規模の、例えば集団移転と

かそういうのができるかわからない。だから図がかけないと、何かこう、ある種、両方が

めぐりめぐってという感じがしなくもないですよね。 

 実際、私なんかも、もうちょっと図面が出てもいいかなというふうには思うんですけれ

ども、一方で、図面を出すと、非常に大きな期待を、場合によっては失望を与えてしまう

というところが非常に難しいというのはあると思います。ただ、できれば、今回のような
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ところでは、やはりある程度の試行錯誤は必要だと思うので、そういう若干あいまいな情

報なんだけれども、やはりクリアなイメージを与えるために、あえて出すようなことをし

ていくということをやっていくべきではないかなと思います。 

 何かありますか。 

【Ｈ委員】  一言だけいいですか。今おっしゃられた悩みは当然で、ただ、だからとい

って、今の状況は、図面をすべて 初からギブアップするという、要するに、悩みが深い

からやめますというような感じなものですから、どういうふうに着地させるかということ

を考えて、要するに被災地があってのことですから、被災地があって、文章だけの復興計

画というのは、国、市、県、どのレベルでも、私は考えられないということを肝に銘じて

進まなければいけないと思います。 

【委員長】  ほかに何かありますでしょうか。どうぞ。 

【Ｇ委員】  さっきのＦ委員の続きでもあるんですけれども、６ページの単線的と言わ

れたフローチャートみたいなやつですけれども、私もこれを見たときに、ちょっとそうい

う感じがしていまして、実は陸前高田市なんかでも、パターンを何通りも考えなくてもよ

くて、例えば、漁村集落だったら、二、三段、みんなで上に上がるというパターンが基本

で、だとすると、もういきなり事業をどうやってやりましょうかというようなところに行

ってもいいケースもあるように思います。だから、これはもう地域によって、かなりばら

ばらですし、あまりこういうところに拘泥しないでもいいのかなというふうに思っていま

すし、市の中でも、こういうパターンで行く場所もあれば、そうじゃないところもあるよ

うに感じています。 

 それから、Ｈ委員の言われた図面の問題は、結構やはり大きな問題で、どこかでは必ず

出さなければいけないとは思うんですけれども、なかなか委員長が言われたみたいに、ち

ょっとお互いに鶏と卵みたいになっているところもあって、検討はもちろん、いろいろな

レベルでしているわけですけれども、何かここで書いてある復興計画のところでは文章ぐ

らいにしておきましょうとかということは、現地のいろいろな自治体を見ているとあるみ

たいですね。ですから、これもやはり地域によってそれぞれで、それまで例えば、どうい

う計画ができていたかとか、それから、もちろん被害の大きさだとかパターンだとかと、

そういうものによって大分変わってくるのかなと、個人的には思っているところです。た

だ、どこかでは図面を出さないと前に進まないので、どちらかが腹を決めてというか、出

さないとしようがないときが、そう遠くないうちには必ずやってくるというようには思い

ます。 

【委員長】  何かありますか。 
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【事務局】  ありがとうございました。まさにご指摘のとおりだと思っておりまして、

１つは、多分地元も、今この段階に出せないということと、未来永劫出さないということ

は多分違うと思いますので、出すべきタイミングをはかっているというところはあると思

いますし、ずっと 後まで出さないということはあり得ないことなので、今、お見合い状

態という話もありましたけれども、そういうところが早くほぐれて、早く出せるようにす

るということが我々の務めなのかなと思います。 

 それから、地域によって違うというところは、例えば、地域の総意がまとまっているよ

うなところで、ほとんどもめないようなところは、どんどん出せばいいんだと思うんです

が、意見が割れるようなところは慎重に、外枠から徐々に具体化していくという形で合意

形成に至るという、そのプロセスもあると思いますので、そこは、それぞれの判断で行っ

ていくしかないのかなというのが感想でございます。 

 以上です。 

【委員長】  ありがとうございます。大体時間が来ているんですが、 後にこれだけ一

言というのはありませんか。よろしいですか。 

 それでは、本議題についてはこの程度にさせていただきます。 

 議事次第で、「その他」とありますけれども、何かございますでしょうか。 

【事務局】  次回の委員会の開催についてでございますが、調整の上、改めてご連絡・

ご案内をいたしますので、よろしくお願いいたします。 

【委員長】  何かご質問はございますでしょうか。それでは、特になければ、以上をも

ちまして、本日の審議を終了させていただきます。皆様のご協力に感謝申し上げます。 

 事務局の方に議事進行をお返しいたします。 

【事務局】  それでは、これをもちまして、第１２回都市計画制度小委員会を閉会いた

します。 

 本日は、ありがとうございました。 

 

 

 

―― 了 ―― 


